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鈴鹿グリーンホーム 居宅介護支援事業所   

重要事項説明書 
 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

(ご契約者に判断能力の障がい等が見られる場合は、自己決定の尊重とご契約者保護の観

点から、ご家族、成年後見制度による成年後見人等又は第三者（日常生活自立支援事業等）

の立会いを求める場合があります。)                             （契約書第７条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方

が対象となります。 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（鈴鹿亀山広域連合指定 第２４７０３００２５８号） 

 

 

○

○

○

☆居宅介護支援とは 
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１．事業者 

法人名 社会福祉法人  鈴鹿福祉会 
鈴鹿福祉会 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ QR ｺｰﾄﾞ 
法人所在地 三重県鈴鹿市深溝町字北林２９５６番地 

電話番号 ０５９－３７４－４６００ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://suzuka-greenhome.jp 

代表者氏名 理事長 中村  敏 

設立年月 平成 ４年 ４月 ９日 

みえ福祉第三

者評価の受審

状況 

【平成２８年度】特別養護老人ホーム（併設ショートステイを含む） 

【平成２９年度】デイサービスセンター 

【令和４年度】特別養護老人ホーム（併設ショートステイを含む） 

※受審結果及び改善計画書については、当ホームページをご

覧ください 

 

２．事業所の概要                                   （契約書第１条参照） 

事業所の種類 指定居宅介護支援事業所 

事業の目的 
要介護状態にある高齢者に対して、適正な居宅介護支援サー

ビスを提供することを目的とします。 

事業所の名称 

鈴鹿グリーンホーム 居宅介護支援事業所 

平成３０年４月１日指定  

鈴鹿亀山地区広域連合 第２４７０３００２５８号 

事業所の所在地 鈴鹿市岸田町字六名 15４７番地７3 

電話番号 ０５９－３７４－４６６０ 

FAX番号 ０５９－３７４－００８３ 

事業所長 

（管理者）氏名 

服部 昭博  

(特別養護老人ホーム施設長、ショートステイ翠風管理者) 

当事業所の運

営方針 

私たちは、こころや思いといった気持ちを目に見えるかた

ちに表すことを旨として、ご利用者お一人おひとりに対して

接することにより、地域から信頼されるべき存在であり続け

ることを基本理念とし、次に掲げる運営方針に配慮して居宅

介護支援サービスを提供します。 

➀当事業所は、利用者が可能な限り、その有する能力に応じ 

て、自立した生活ができるよう配慮して援助を行います。 

➁当事業所は、利用者の心身の状態、その置かれている環境

等に応じて利用者の選択に基づき適切なサービスが、総合

的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

➂サービスの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊

重し、常に利用者の立場に立って行います。 

➃当事業所の運営にあたっては、関係市町、地域の保健・医

療・福祉サービスとの綿密な連携を図ります。 

開設年月 平成１２年４月１日 

 

https://suzuka-greenhome.jp/
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３．事業実施地域及び営業時間 

通常の事業の実

施地域 
鈴鹿市、亀山市、四日市市 

営業日及び営業

時間 

➀営 業 日･･･毎週月曜日から土曜日 

➁営業時間･･･８時１５分～１７時１５分 

※但し、緊急の場合は上記の限りではございません。 

休業日 
日曜日・１２月３１日から翌年１月３日まで 

天災その他やむを得ず業務を遂行できない日 

 

４．職員の体制 

当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員と

して、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況> 

職  種 人数 職 務 の 内 容 

➀事業所長（管理者） １名(兼務) 管理業務 

➁介護支援専門員 ４名以上 
介護サービスの説明・相談 

居宅介護サービス計画の作成等 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金             （契約書第９・１０条参照） 

当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から

給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。但し、介護給付費体系の

変更があった場合、サービス利用料金を変更することができるものとします。 
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（１）サービスの内容と利用料金 

＜サービスの内容＞ 

➀居宅サービス計画の作成                    （契約書第３・１１条参照） 

ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等

を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、

福祉サービス（以下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提

供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。 
 

＜居宅サービス計画の作成の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➁居宅サービス計画作成後の便宜の供与               （契約書第４条参照） 

・ご契約者及び代理人等、主治医や指定居宅サービス事業者等との連絡を継続

的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 

・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう主治医や指定居

宅サービス事業者等との連絡調整を行います。 

・ご契約者又は代理人の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援

助を行います。 

 

➂居宅サービス計画の変更                          （契約書第５条参照） 

ご契約者又は代理人が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業

者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者又は

代理人双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

➃介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定

居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その

種類、内容、利用料等についてご契約者及び代理人等に対して説明し、ご契約

者の同意を得た上で決定し交付するものとします。 

➂介護支援専門員は、ご契約者及び代理人等の置かれた状況等を考慮しつ

つ、主治医の意見等を踏まえ、ご契約者に提供されるサービスの目標、そ

の達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サー

ビス計画の原案を作成します。 

➁居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における複数の指

定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適

正にご契約者及び代理人等に対して提供して、契約者又は代理人にサー

ビスの選択を求めます。 

また、事業者等の選定に当たっては、求めに応じ選定理由を説明するとと

もに、選択後も必要に応じ見直しを行います。 

➀事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担

当させます。 
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➃介護保険施設への紹介                           （契約書第６条参照） 

ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる

場合又はご契約者又は代理人が介護保険施設への入院又は入所を希望する場

合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 

 

＜サービス利用料金＞                            （契約書第９・１０条参照） 

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基

づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代

理受領）は、ご契約者又は代理人の自己負担はありません。 

 

但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス

利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利

用料金の全額をいったんお支払いください。又、介護給付費体系の変更があっ

た場合、サービス利用料金を変更することができるものとします。 

※ 地域加算（６級地）・・・１単位 10.42円 

居宅介護支援費(1月あたり) 

要介護度１・２ 1,0８６単位 

要介護度３・４・５ 1,４１１単位 

加 算（要件該当の場合のみ・1月あたり） 

特定事業所加算(Ⅰ) 5１９単位 

特定事業所加算(Ⅱ) 4２１単位 

特定事業所加算(Ⅲ) 3２３単位 

特定事業所加算(A) 1１４単位 

初回加算 300単位 

特定事業所医療連携加算 125単位 

入院時情報連携加算(Ⅰ) 2５0単位 

入院時情報連携加算(Ⅱ) ２00単位 

通院時情報連携加算 50単位 

退院・退所加算(Ⅰ)イ 450単位 

退院・退所加算(Ⅰ)ロ 600単位 

退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位 

退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位 

退院・退所加算(Ⅲ) 900単位 

緊急時等居宅カンファレンス加算（１月2回を限
度） 

200単位 

ターミナルマネジメント加算 400単位 
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※ 入退院時の連携について 

ご契約者が入院された際、退院に向けた医療・介護の連携を目的に、ご自宅

での様子や介護サービスの利用状況などを記した情報提供書を、担当介護支援

専門員から病院側へお渡しする場合がございます。 

（２）交通費 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを

利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきま

す。又、自動車を使用した場合の交通費は、１キロメートルにつき２０円をいただ

きます。 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記(１)及び（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますのでお支

払いください。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項                    （契約書第８条参照） 

（１）サービス提供を行う介護支援専門員 

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 

（２）介護支援専門員の交替 

（３）事業者の記録作成・交付 

ご契約者又は代理人は、事業者が作成する居宅介護支援についての記録を

いつでも閲覧することができますが、複写物を必要とする場合は、事前の請求

が必要となります。（閲覧・複写物の交付請求は契約代理人でも可能です。） 

ご契約者又は代理人が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その

他ご契約者又は代理人から申し出があった場合には、ご契約者に対し、直近の

居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。 

（４）入院時における医療機関との連携 

ご契約者が何らかの理由で医療機関への入院が必要となった場合、入院時

に医療機関へ担当介護支援専門員の氏名、事業所名、連絡先をお伝えくださ

い。スムーズな退院支援を目的に医療機関や他の関係機関と連携し対応いたし

ますので、ご協力をお願いいたします。 

①事業者からの介護支援専門員の交替 

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者及び代理人に対してサービス

利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

②ご契約者からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門

員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにし

て、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。但し、ご

契約者又は代理人から特定の介護支援専門員の指名はできません。 
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７．契約の終了について                   （契約書第２・１４・１５・１６・１７条参照） 

 本契約の有効期間は、契約締結の日から要介護認定の有効期間満了日までとし

ます。 

 但し、契約期間満了の 2 日前までにご契約者から文書による契約終了の申し入

れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とし

ます。 

従って、以下のような事由がない限り、継続して居宅介護支援サービスを利用す

ることができますが、仮に以下のような事項に該当するに至った場合には、当事業

所との契約は終了します。 

➀ご契約者が死亡した場合 

➁要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と認定された場

合 

➂ご契約者が介護保険施設等介護保険法令に定める施設や事業所に入所した

場合 

➃事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により

事業所を閉鎖した場合 

➄当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

➅ご契約者から中途解約。契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参

照ください。） 

➆事業者から契約解除の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照ください。） 

 

（１）ご契約者又は代理人からの申し出による中途解約・契約解除 

契約の期間中であっても、ご契約者又は代理人からの申し出で中途解約・契約

解除を行うことができます。その場合には、中途解約・契約解除を希望する日の７

日前までに事業者に通知してください。 

但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

➀事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合 

➁事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める指定居宅

介護支援を実施しない場合 

➂事業者もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合 

➃事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重

大な事情が認められるとき 

 

（２）事業者からの申し出による契約解除 

 以下の事項に該当する場合には事業所から本契約を解除することができます。 

➀指定居宅介護支援の実施に際し、ご契約者又は代理人が、ご契約者の心身の

状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知

などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 
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➁ご契約者又は代理人が、故意又は重大な過失により事業者もしくは介護支援

専門員の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこと

などによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 

８．連帯保証人について                        （契約書第１8 条参照） 

代理人は、利用者の本契約に起因する債務に関する連帯保証人としての義務

を負うものとします。連帯保証人は、次の性質を有するものとします。 

○連帯保証人は、利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担す 

るものとします。 

○前項の連帯保証人の負担は、20万円を限度とします。 

○代理人が負担する債務の元本は、利用者又は代理人が死亡したときに、確定 

するものとします。 

○連帯保証人の請求があったときは、事業者は、連帯保証人に対し、遅滞なく、 

利用料等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の 

額等に関する情報を提供しなければなりません。 

 

９．秘密保持                                  （契約書第１２・１３条参照） 

事業者及び介護支援専門員並びに従業員は、指定居宅介護支援を提供するに

あたって知り得たご契約者又は代理人等に関する事項を正当な理由なく、第三

者に漏洩しません。又、サービス従事者又は従業員でなくなった後においてもこ

れらの秘密を漏洩しません(守秘義務)。 

但し、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契

約者の心身等の情報を提供します。 

又、ご契約者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合

には、ご契約者又は代理人の事前の同意を文書により得た上で、ご契約者又は

代理人等の個人情報を用いることができるものとします。 

 

１０．緊急時の対応 

契約者に病状の急変が生じた場合は速やかに主治医、協力医療機関及び代理 

人等に連絡を行うなど必要な措置を講ずるものとします。 

 

１１．事故発生時の対応                             （契約書第１３条参照） 

契約者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は直ち

に、市町、又は代理人等に連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとします。 

又、この事故が賠償すべき事故の場合は損害賠償を速やかに行うものとしま

す。 
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１２．苦情及び個人情報に関する受付について           （契約書第１９条参照） 

(１)当事業所における苦情及び個人情報に関する受付 

当事業所における苦情や個人情報に関するご相談は以下の専用窓口で受け

付けます。 

尚、ご利用者又は代理人等のご協力、ご支援により事業運営をしていきたいと

願っております。お気付きの点につきましても、職員にご一報いただくか施設玄

関横にあります「ご意見箱」をご利用いただくことを希望します。 

苦情解決・個人情報に関する責任者 管 理 者 服部 昭博 

苦情・個人情報に関する受付窓口（担当者） 介護支援専門員 田中 清美 

受付時間 毎週月曜日～金曜日 ９：３０～１７：００ 

受付電話 ０５９－３７４－４６６０ 

受付ＦＡＸ ０５９－３７４－００８３ 

受付ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 
https://suzuka-greenhome.jp 内のお問い合わせ 

ﾌｫｰﾑにご記入ください。 

苦情解決第三者委員 
早川 有子 （当法人監事） （連絡先）090-4110-0954 

土屋 光正 （当法人監事） （連絡先）059-371-1566 

 

リスクマネジメント項目 担当者 責任者 
介護事故防止 主任介護支援専門員 田中清美 管理者  

服部昭博 人権・権利擁護、虐待防止、身
体拘束適正化 
職員応援派遣 管理者 服部昭博(防火管理者) 
自然災害 
防火、事業継続計画（BCP） 
苦情、カスタマーハラスメント 主任介護支援専門員 田中清美 

(苦情受付担当者) 
管理者 
服部昭博 
(苦情解決責任者) 

個人情報保護 総務主任 宮崎清美 管理者 
服部昭博 感染症発生・まん延防止、発

生時対応 
主任介護支援専門員 田中清美 

食中毒発生・まん延防止、発
生時対応 

管理者 服部昭博(管理栄養士) 

労働災害、職場のハラスメ
ント防止 
労務管理、メンタルヘルス、
職場のハラスメント防止 

主任介護支援専門員 田中清美
(衛生委員) 
総務係 石﨑一恵 
(メンター) 

管理者 
服部昭博 
(衛生管理者、メンタ
ー) 

会議等 居宅介護支援会議(毎週) 幹部会議(毎月) 

(２)その他の苦情の受付窓口 

鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課 

所在地    鈴鹿市神戸１丁目１８－１８鈴鹿市役所西館３階 

受付電話  ０５９－３６９－３２０５   Ｆ Ａ Ｘ  ０５９－３６９－３２０２ 

三重県国民健康保険団体連合会 介護保険課  

所在地    津市桜橋２丁目９６番地 

https://suzuka-greenhome.jp/
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受付電話  ０５９－２２２－４１６５ （苦情相談専用電話） 

三重県福祉サービス運営適正化委員会 

所在地    津市桜橋２丁目１３１ 

受付電話  ０５９－２２４－８１１１   Ｆ Ａ Ｘ  ０５９－２１３－１２２２ 

Ｅ－mail   ansin@miewel.or.jp 

三重県長寿介護課 居宅サービス班 

受付電話  ０５９－２２４－２２６２ 
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説明日 令和    年    月    日 

指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の

説明を行いました。 

 

 鈴鹿グリーンホーム 居宅介護支援事業所 

説明者 

職 名 

氏 名 印 

 

記入日 令和    年    月    日 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支

援サービスの提供開始に同意しました。 

契約者 

住 所 

 

 

 

氏 名 

 

 

 

印 

代理人氏名 

連帯保証人 

□家族代表者 

住 所 

 

 

 

印 

氏 名 

 

 

 

(契約者との続柄:     ) 

印 
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【ご来所時の留意事項】 

 当事業所へのご来所にあたって、安全性を確保するため、以下の事項をお守り下

さい。 

留意事項 ○当事業所にご来所いただいた際には必ずその都度、事業所の玄

関で手洗い、体温測定をしていただくとともに、面会票に必要事項

をご記入ください。 

又、ご来所時には必ず職員に声を掛けてください。 

○事業所内での食中毒、感染症の発生防止、まん延防止のため、

以下の事項にご協力をお願いします。 

・手洗い、手指のアルコール消毒 

・マスクを着用してください。 

・下痢、腹痛、吐き気、おう吐、発熱や風邪症状による頭痛、関節 

痛等の症状がある方は、ご来所をお控え下さい。 

・流行期には、ご来所を控えさせていただくことがあります。 

○事業所西側の来客用駐車場をご利用ください。 

○敷地内の車両通行は、徐行運転での通行をお願いいたします。 

当駐車場内での盗難・事故等トラブルにつきましては一切責任

を負いかねますので、ご了承ください。 

○施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○契約者又は代理人が故意に、又はわずかな注意を払えば避け

られたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場

合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、

又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○当事業所の職員や利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活

動、政治活動、営利活動を行うことはできません。 

 


